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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数本のセルを収納する上部開放型のハウジング本体部と、
　前記ハウジング本体部の上部開口を塞ぐ蓋部と、
　前記蓋部の上面で前後方向に延び、電動工具本体との連結に使用されるスライドレール
と、
　前記蓋部の爪用開口から上方に突出し、前記スライドレールに対する電動工具本体のス
ライドロックを行うロック爪を備えるフックと、
　前記フックを上限位置に保持するバネと、
　前記フックの側面形状に合わせてほぼ等しい側面形状で形成されており、前記蓋部とハ
ウジング本体部との内側で前記フックを収納するフック収納部と、
を有する工具用バッテリであって、
　前記フック収納部は、前記複数のセルの少なくとも一部を上方から覆えるように形成さ
れており、前記フック収納部には、底板部と、前記底板部と一体的に形成されて、その底
板部の左右に設けられる側板部と、前記底板部の前端位置で左右の側板部をつなぐ縦板部
と、前記底板部の後下端位置で左右の側板部をつなぐ下側部とが設けられていることを特
徴とする工具用バッテリ。
【請求項２】
　請求項１に記載された工具用バッテリであって、
　前記フック収納部には上方に突出する第１の突起が形成されており、
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　前記フックには下方に突出する第２の突起が形成されており、
　前記バネが第１の突起と第２の突起との間に装着されていることを特徴とする工具用バ
ッテリ。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２のいずれかに記載された工具用バッテリであって、
　前記蓋部とハウジング本体部との内側には、前記フック収納部の前側に正電極と負電極
とが配置されていることを特徴とする工具用バッテリ。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれかに記載された工具用バッテリであって、
　前記フック収納部を構成する縦板部と左右の側板部とが、前記蓋部の内側の対応する位
置に形成されたシール部と合わされるように構成されていることを特徴とする工具用バッ
テリ。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれかに記載された工具用バッテリであって、
　前記ハウジング本体部内には、左右の仕切り板と、前側仕切り板と、後縦壁部とにより
、前記フック収納部と前記フックとの下部が収納される収納室が形成されていることを特
徴とする工具用バッテリ。
【請求項６】
　請求項１から請求項４のいずれかに記載された工具用バッテリであって、
　前記フックは、上面水平部と湾曲部と下側縦壁部とを備え、前記上面水平部の前端位置
にロック爪が形成されていることを特徴とする工具用バッテリ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電動工具本体に対して一定方向にスライドすることにより連結されるバッテ
リであり、スライドロック用のフックを備え、バッテリハウジングの爪用開口から前記フ
ックのロック爪が突出可能、かつ前記バッテリハウジングの操作用開口の位置で前記フッ
クのロック解除操作部が露出する構成の工具用バッテリに関する。
【背景技術】
【０００２】
　これに関連する工具用バッテリが特許文献１に記載されている。特許文献１に記載の工
具用バッテリ１００は、図１０（Ａ）（Ｂ）に示すように、電動工具本体１１０のバッテ
リ連結部１１２に対してその工具用バッテリ１００のスライドレール１０２の先端（右端
）を嵌合させた状態で、図中右方向にスライドさせることにより、その電動工具本体１１
０に連結されるように構成されている。さらに、工具用バッテリ１００（バッテリハウジ
ング１０１）の左端位置には、図１０（Ｂ）に示すように、その工具用バッテリ１００と
電動工具本体１１０とを連結した状態でスライドロック可能なフック１０５が設けられて
いる。フック１０５は、バッテリハウジング１０１の上面の爪用開口１０１ｈから上方に
突出可能に構成されたロック爪１０５ｒと、バッテリハウジング１０１の左側面に形成さ
れた開口１０１ｙの位置で露出するロック解除操作部１０５ｘとを備えており、コイルバ
ネ１０６によって常に押上げ力を受けている。これにより、図１０（Ｂ）に示すように、
工具用バッテリ１００が電動工具本体１１０に対して右端位置までスライドすると、フッ
ク１０５のロック爪１０５ｒがコイルバネ１０６の力でバッテリハウジング１０１の爪用
開口１０１ｈから上方に突出し、電動工具本体１１０のロック壁面１１３と係合する。こ
れにより、電動工具本体１１０に対する工具用バッテリ１００のスライドロックが行なわ
れる。また、バッテリハウジング１０１の開口１０１ｙからフック１０５のロック解除操
作部１０５ｘをコイルバネ１０６の力に抗して押下げることで、ロック爪１０５ｒが爪用
開口１０１ｈに収納されて工具用バッテリ１００のスライドロックが解除される。
【先行技術文献】
【特許文献】



(3) JP 5788558 B2 2015.9.30

10

20

30

40

50

【０００３】
【特許文献１】特開２００１－２２９８９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　工具用バッテリ１００のバッテリハウジング１０１には、上記したように、フック１０
５のロック爪１０５ｒを上方に突出させるための爪用開口１０１ｈと、フック１０５のロ
ック解除操作部１０５ｘを操作可能にする開口１０１ｙとが設けられている。このため、
例えば、工具用バッテリ１００が雨等に濡れると、水がバッテリハウジング１０１の爪用
開口１０１ｈ等から内部に浸入することがある。バッテリハウジング１０１内には、フッ
ク１０５の収納部分とセル（図示省略）の収納部分とが特に仕切られていないため、バッ
テリハウジング１０１内に浸入した水がセル（図示省略）の位置まで流れることがある。
水がセルの収納部分まで到達すると、セル間で短絡等が発生して故障の原因になる。
【０００５】
　本発明は、上記問題点を解決するためになされたものであり、本発明が解決しようとす
る課題は、バッテリハウジングの爪用開口等から浸入した水がセルの位置まで到達しない
ようにして、工具用バッテリの故障防止を図ることである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記した課題は、各請求項の発明によって解決される。
　請求項１の発明は、複数本のセルを収納する上部開放型のハウジング本体部と、前記ハ
ウジング本体部の上部開口を塞ぐ蓋部と、前記蓋部の上面で前後方向に延び、電動工具本
体との連結に使用されるスライドレールと、前記蓋部の爪用開口から上方に突出し、前記
スライドレールに対する電動工具本体のスライドロックを行うロック爪を備えるフックと
、　前記フックを上限位置に保持するバネと、前記フックの側面形状に合わせてほぼ等し
い側面形状で形成されており、前記蓋部とハウジング本体部との内側で前記フックを収納
するフック収納部とを有する工具用バッテリであって、前記フック収納部は、前記複数の
セルの少なくとも一部を上方から覆えるように形成されており、前記フック収納部には、
底板部と、前記底板部と一体的に形成されて、その底板部の左右に設けられる側板部と、
前記底板部の前端位置で左右の側板部をつなぐ縦板部と、前記底板部の後下端位置で左右
の側板部をつなぐ下側部とが設けられていることを特徴とする。
【０００７】
　本発明によると、バッテリハウジング内には、フックのロック爪が爪用開口から突出す
るロック位置と、そのロック爪が爪用開口の内側に収納されるロック解除位置との間で前
記フックが移動できるように、そのフックを収納するフック収納部が設けられている。こ
のため、爪用開口からバッテリハウジング内に入り込んだ水はフック収納部内に導かれる
。
【０００８】
　請求項２の発明によると、フック収納部には上方に突出する第１の突起が形成されてお
り、前記フックには下方に突出する第２の突起が形成されており、前記バネが第１の突起
と第２の突起との間に装着されていることを特徴とする。
　請求項３の発明によると、蓋部とハウジング本体部との内側には、前記フック収納部の
前側に正電極と負電極とが配置されていることを特徴とする。
【０００９】
　請求項４の発明によると、フック収納部を構成する縦板部と左右の側板部とが、蓋部の
内側の対応する位置に形成されたシール部と合わされるように構成されていることを特徴
とする。
　請求項５の発明によると、ハウジング本体部内には、左右の仕切り板と、前側仕切り板
と、後縦壁部とにより、前記フック収納部と前記フックとの下部が収納される収納室が形
成されていることを特徴とする。
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　請求項６の発明によると、フックは、上面水平部と湾曲部と下側縦壁部とを備え、前記
上面水平部の前端位置にロック爪が形成されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によると、セルに水が付着することによる工具用バッテリの故障防止を図ること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施形態１に係る工具用バッテリの平面図である。
【図２】前記工具用バッテリの縦断面図（図１のII-II矢視断面図）である。
【図３】前記工具用バッテリのバッテリハウジングを表す分解斜視図である。
【図４】前記バッテリハウジングの蓋及びフック等を表す後面図である。
【図５】前記バッテリハウジングの蓋及びフック等を後上方から見た分解斜視図である。
【図６】前記バッテリハウジングの蓋及びフック等を下方から見た分解斜視図である。
【図７】電動工具本体と工具用バッテリとを連結する様子を表す斜視図である。
【図８】電動工具本体と工具用バッテリとを連結する様子を表す縦断面図（図７のVIII-V
III矢視断面図）である。
【図９】変更例に係る工具用バッテリのバッテリハウジングの分解斜視図である。
【図１０】従来の電動工具本体のバッテリ連結部を表す側面図（Ａ図）、電動工具本体と
工具用バッテリとの連結状態を表す側面図（Ｂ図）である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
［実施形態１］
　以下、図１から図９に基づいて本発明の実施形態１に係る工具用バッテリについて説明
する。なお、図中に記載された前後左右及び上下は、工具用バッテリの前後左右及び上下
に対応している。
【００１４】
＜工具用バッテリ３０の概要について＞
　工具用バッテリ３０は、図２、図３に示すように、複数本の蓄電池Ｓ（以下、セルＳと
いう）を収納する上部開放型のハウジング本体部３２と、そのハウジング本体部３２の上
部開口を塞ぐ蓋部３４とを備えている。ハウジング本体部３２と蓋部３４とは平面略角形
に形成されており、そのハウジング本体部３２に対して蓋部３４が周囲８箇所でネジ止め
可能に構成されている。即ち、ハウジング本体部３２と蓋部３４とが本発明のバッテリハ
ウジングに相当する。前記工具用バッテリ３０の蓋部３４の上面には、図３等に示すよう
に、その左右両側位置に電動工具本体２０のバッテリ連結部２６（図７、図８参照）との
連結に使用されるスライドレール３６が前後方向に延びるように形成されている。左右の
スライドレール３６は、レール本体部３６ｍと、そのレール本体部３６ｍの上側面から幅
方向外側に一定寸法だけ突出する横方向突条部３６ｔとから構成されている。また、左右
のスライドレール３６の後端位置には、ストッパ部３６ｕが形成されている。
【００１５】
　蓋部３４の上面後部には、図１、図３に示すように、左右のスライドレール３６の間に
、電動工具本体２０の板状のターミナル（図示省略）がそれぞれ前方から挿入可能に構成
された左右一対の案内スリット３７が前記スライドレール３６と平行に形成されている。
そして、左右の案内スリット３７の内側（蓋部３４の内側）に、図１に示すように、工具
用バッテリ３０の正電極３７ｐ、負電極３７ｎが設置されている。また、右側の案内スリ
ット３７の横には電動工具本体２０の信号ターミナルが前方から挿入可能に構成された短
スリット３８が形成されており、その短スリット３８の内側に工具用バッテリ３０の信号
電極３８ｓが設置されている。さらに、蓋部３４の上面後部には、図３に示すように、左
右の案内スリット３７の後方にスライドロック用のフック５０のロック爪５２が突出可能
に構成された平面略コ字形の爪用開口３９が形成されている。フック５０は、後記するよ



(5) JP 5788558 B2 2015.9.30

10

20

30

40

50

うに、ロック爪５２が前記爪用開口３９から上方に突出するようなバネ力を受けた状態で
、ハウジング本体部３２と蓋部３４（バッテリハウジング）の後端部分に収納されている
。
【００１６】
　工具用バッテリ３０を電動工具本体２０に連結させるには、図７、図８に示すように、
電動工具本体２０のバッテリ連結部２６の左右内側に形成された角溝２６ｍ（図８参照）
の端部に対して工具用バッテリ３０の左右に形成された横方向突条部３６ｔの端部を嵌合
させる。次に、前記嵌合状態を保持した状態で工具用バッテリ３０を電動工具本体２０に
対して前方（図７において左方向）にスライドさせる。これにより、電動工具本体２０と
工具用バッテリ３０とが機械的に連結されるとともに、電動工具本体２０の左右のターミ
ナル（図示省略）等が工具用バッテリ３０の正電極３７ｐ、負電極３７ｎ等にそれぞれ電
気的に接続される。そして、工具用バッテリ３０が電動工具本体２０のバッテリ連結部２
６に対して限界位置までスライドした段階で、フック５０のロック爪５２がバネ力で電動
工具本体２０のロック壁面（図示省略）と係合する。これにより、電動工具本体２０に対
する工具用バッテリ３０のスライドがロックされる。また、後記するように、フック５０
をバネ力に抗して押下げることで、ロック爪５２が爪用開口３９に収納されて工具用バッ
テリ３０のスライドロックが解除される。
【００１７】
＜フック５０及びフック収納室について＞
　フック５０は、上記したように、電動工具本体２０に対する工具用バッテリ３０のスラ
イドロックを行う部材であり、図３等に示すように、上面水平部５０ｕと湾曲部５０ｗと
下側縦壁部５０ｄとから構成されている。そして、フック５０の上面水平部５０ｕの先端
（前端）位置にロック爪５２が上方に突出するように形成されている。ロック爪５２は、
左右の三角形状の爪片５２ｋと、両爪片５２ｋをつなぐ連結縦板５２ｃとから平面略コ字
形に形成されている。また、フック５０の上面水平部５０ｕには、図３に示すように、ロ
ック爪５２の後方中央にガイド孔５３が形成されている。さらに、フック５０の湾曲部５
０ｗと下側縦壁部５０ｄとの境界位置には、スライドロックを解除する際にそのフック５
０を押下げるためのロック解除操作部５４が指を下方からＵ字形に囲める形状で形成され
ている。また、フック５０の下側縦壁部５０ｄの下端には、図４、図５に示すように、コ
イルバネ５６（図２参照）の一端（上端）が嵌め込まれる突起５０ｔが下方に突出するよ
うに形成されている。フック５０は、上面水平部５０ｕのガイド孔５３に蓋部３４の後部
天井面に形成されたガイド縦ピン３４ｚ（図２、図６参照）が通されることで、そのガイ
ド縦ピン３４ｚに沿って上下動可能に構成されている。さらに、フック５０は上下動が可
能な状態で、フック収納室形成部材６０に収納されている。
【００１８】
　フック収納室形成部材６０は、図３に示すように、フック５０の側面形状に合わせてほ
ぼ等しい側面形状で形成された上部開放型の容器であり、底板部６１と左右の側板部６２
，６３と上部縦板部６４と下側板部６５とから構成されている。そして、フック収納室形
成部材６０の左右の側板部６２，６３の間隔が、図５等に示すように、フック５０の幅寸
法とほぼ等しい値に設定されている。即ち、フック５０は、蓋部３４のガイド縦ピン３４
ｚとフック収納室形成部材６０の左右の側板部６２，６３とにガイドされた状態で上下動
できるようになる。さらに、フック収納室形成部材６０の下端位置（下側板部６５）には
、フック５０の突起５０ｔと対向する位置にコイルバネ５６の他端（下端）が嵌め込まれ
る突起６５ｔが形成されている。即ち、フック５０は、そのフック５０の突起５０ｔとフ
ック収納室形成部材６０の突起６５ｔとの間に装着されたコイルバネ５６（図２参照）の
バネ力で常に上方の押圧力を受けるようになる。
　即ち、前記下側板部６５が本発明の下側部に相当する。
【００１９】
　フック収納室形成部材６０の上部縦板部６４と左右の側板部６２，６３とは、図６に示
すように、蓋部３４の後部天井面に前記ガイド縦ピン３４ｚを前側と左右の三方から囲む
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ように形成されたシール溝部３４ｍに対して下方から嵌め込まれるように構成されている
。さらに、フック収納室形成部材６０の底板部６１には、上部縦板部６４と左右の側板部
６２，６３とが蓋部３４の後部天井面のシール溝部３４ｍに嵌め込まれた状態で、その蓋
部３４のガイド縦ピン３４ｚに対応する位置にネジ孔６７が形成されている。なお、蓋部
３４のガイド縦ピン３４ｚには、前記ネジ孔６７と同径の雌ネジ孔（記号省略）が軸方向
に形成されている。上記構成により、フック収納室形成部材６０を蓋部３４の後部天井面
のガイド縦ピン３４ｚにネジ止めすることが可能になる。
　即ち、シール溝部３４ｍを構成する壁部が本発明のシール部に相当する。
                                                                              
【００２０】
　即ち、フック５０とフック収納室形成部材６０とを蓋部３４の後部天井面に取付ける場
合には、先ず、フック５０をフック収納室形成部材６０に収納し、そのフック５０の突起
５０ｔとフック収納室形成部材６０の突起６５ｔとの間にコイルバネ５６を装着する。次
に、蓋部３４のガイド縦ピン３４ｚをフック５０のガイド孔５３に挿通させ、フック５０
のロック爪５２を蓋部３４の爪用開口３９から突出させる。この状態で、図４に示すよう
に、フック５０のロック解除操作部５４が蓋部３４の後端面に形成された切欠き状の操作
用開口３４ｈに嵌め込まれるようになる。
【００２１】
　次に、フック収納室形成部材６０の上部縦板部６４と左右の側板部６２，６３とを蓋部
３４の後部天井面のシール溝部３４ｍに嵌め込み、図６に示すように、フック収納室形成
部材６０を蓋部３４のガイド縦ピン３４ｚにネジ孔６７と雌ネジ孔とを利用してネジＢ１
止めする（図２参照）。これにより、フック収納室形成部材６０が蓋部３４の後部天井面
に固定される。即ち、この状態で、フック５０は、図４に示すように、コイルバネ５６（
図４では省略）のバネ力を受けてロック爪５２が蓋部３４の爪用開口３９から突出し、か
つロック解除操作部５４が蓋部３４の操作用開口３４ｈと嵌合する上限位置（ロック位置
）に保持される。なお、フック５０のロック解除操作部５４をコイルバネ５６のバネ力に
抗して押下げることで、フック５０を下動させてロック爪５２を爪用開口３９の内側に収
納することができる。即ち、フック５０をロック解除位置に保持することができる。
【００２２】
　図４に示すように、フック収納室形成部材６０が蓋部３４の後部天井面に固定された状
態で、フック収納室形成部材６０の下半分は蓋部３４から下方に突出している。そして、
蓋部３４から突出しているフック収納室形成部材６０の下半分が、図２に示すように、ハ
ウジング本体部３２の後部に収納されるようになっている。また、蓋部３４から突出して
いるフック収納室形成部材６０の開口縁には、図４、図５に示すように、一定幅でフラン
ジ部６８が形成されている。ハウジング本体部３２の後部には、図３に示すように、フッ
ク収納室形成部材６０の下半分が収納される収納室が左右の仕切り板３２ｅ，３２ｆと、
前側仕切り板３２ｘと、ハウジング本体部３２の後縦壁部３２ｗとによって形成されてい
る。そして、ハウジング本体部３２の後縦壁部３２ｗと左右の仕切り板３２ｅ，３２ｆと
の境界位置、及びハウジング本体部３２の後縦壁部３２ｗと前記収納室の底部３２ｂ（図
２参照）との境界位置に、フック収納室形成部材６０の開口縁のフランジ部６８が嵌め込
まれるスリット状の溝３２ｍが形成されている。これにより、蓋部３４のフック収納室形
成部材６０の下半分をハウジング本体部３２の収納室に収納する過程で、そのフック収納
室形成部材６０のフランジ部６８が前記スリット状の溝３２ｍに嵌め込まれ、フック収納
室形成部材６０の開口がハウジング本体部３２の後縦壁部３２ｗによって塞がれるように
なる。即ち、フック５０が収納されるフック収納室形成部材６０の内側と、ハウジング本
体部３２のセルＳが収納される空間とは、フック収納室形成部材６０、前側仕切り板３２
ｘによって完全に仕切られるようになる。
【００２３】
　前記ハウジング本体部３２の後縦壁部３２ｗの上端には、図３等に示すように、前記蓋
部３４の操作用開口３４ｈと連続する位置に切欠き状の操作用開口３２ｈが形成されてい
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る。そして、蓋部３４の操作用開口３４ｈとハウジング本体部３２の操作用開口３２ｈと
によって形成される開口部の範囲内でフック５０のロック解除操作部５４が上下動可能と
なっている。また、ハウジング本体部３２の後縦壁部３２ｗの下端位置には、図３に示す
ように、フック収納室形成部材６０の内側と外部とを連通させるための連通穴３２ｙが形
成されている。これにより、フック収納室形成部材６０内に入り込んだ水を外部に排出で
きるようになる。即ち、フック収納室形成部材６０と蓋部３４の内壁面、及びハウジング
本体部３２の後縦壁部３２ｗとによって構成される空間が本発明のフック収納室に相当す
る。また、前記連通穴３２ｙが本発明のフック収納室内に溜まった水を排出するための穴
に相当する。
【００２４】
＜電極収納室について＞
　蓋部３４の天井面には、図３、図６に示すように、工具用バッテリ３０の正電極３７ｐ
、負電極３７ｎ、及び信号電極３８ｓを収納する電極収納室形成部材４０がフック収納室
形成部材６０の前側に取付け可能に構成されている。電極収納室形成部材４０は、図３に
示すように、上部と前方が開放された角形容器状に形成されており、底板部４２と左右の
側板部４３，４４と後縦板部４６とを備えている。そして、電極収納室形成部材４０の右
側に正電極３７ｐ、その左隣に信号電極３８ｓが配置されており、電極収納室形成部材４
０の左側に負電極３７ｎが配置されている。また、底板部４２の後部には、正電極３７ｐ
と負電極３７ｎの近傍位置に、蓋部３４の天井面に突出形成された左右の位置決めピン３
４ｐ，３４ｐ（図６参照）が通される左右のガイド孔部４８，４８が設けられている。さ
らに、左右のガイド孔部４８，４８の間には、雌ネジ孔を備える連結ピン４７が形成され
ている。また、電極収納室形成部材４０の前方の開放部分には、電極３７ｐ，３７ｎ，３
８ｓよりも低い突条４５が左右方向に延びるように形成されている。
【００２５】
　蓋部３４の天井面には、図６に示すように、電極収納室形成部材４０の突条４５が嵌合
可能に構成された溝部３４ｅが所定位置に形成されており、連結ピン４７の雌ネジ孔に対
応する位置にネジ孔３４ｆ（図３、図６参照）が形成されている。これにより、電極収納
室形成部材４０のガイド孔部４８，４８に蓋部３４の天井面の位置決めピン３４ｐ，３４
ｐを通し、電極収納室形成部材４０の突条４５を蓋部３４の天井面の溝部３４ｅに嵌合さ
せた状態で、図２に示すように、電極収納室形成部材４０を連結ピン４７、雌ネジ孔、及
びネジ孔３４ｆを利用して蓋部３４の天井面にネジＢ２止め固定することができる。即ち
、蓋部３４の天井面と電極収納室形成部材４０とによって形成される空間が本発明の電極
収納室に相当する。
【００２６】
＜本実施形態に係る工具用バッテリ３０の長所について＞
　本実施形態に係る工具用バッテリ３０によると、ハウジング本体部３２と蓋部３４（バ
ッテリハウジング）内には、フック５０のロック爪５２が爪用開口３９から突出するロッ
ク位置と、そのロック爪５２が爪用開口３９の内側に収納されるロック解除位置との間で
前記フック５０が移動できるように、そのフック５０を収納するフック収納室形成部材６
０（フック収納室）が設けられている。このため、例えば、爪用開口３９及び操作用開口
３４ｈ，３２ｈから浸入した水はフック収納室形成部材６０内（フック収納室内）に溜ま
るようになる。さらに、前記フック収納室とハウジング本体部３２内のセルＳの収納部分
とはフック収納室形成部材６０等によって仕切られているため、フック収納室内に浸入し
た水がセルＳの収納部分まで到達することはない。このため、セルＳに水が付着すること
による工具用バッテリ３０の故障を防止できる。
【００２７】
　また、フック収納室の下部には、そのフック収納室内に浸入した水を排出する穴（連通
穴３２ｙ）が形成されているため、フック収納室に入り込んだ水を　速やかに排出できる
。また、フック収納室は、バッテリハウジング（蓋部３４、ハウジング本体部３２）とは
別部品であるフック収納室形成部材６０をそのバッテリハウジングの内壁面に嵌め合わせ
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一体で成形する場合と比較して成形が容易になる。また、電動工具本体２０のターミナル
が接続される電極３７ｐ，３７ｎ，３８ｓが収納される電極収納室形成部材４０が蓋部３
４の天井面（バッテリハウジング内）に設けられているため、例えば、蓋部３４の案内ス
リット３７等から浸入した水が電極収納室形成部材４０内（電極収納室）に溜められて、
その水がセルＳの収納部分まで到達することがない。
【００２８】
＜変更例＞
　ここで、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない
範囲における変更が可能である。例えば、本実施形態では、フック収納室形成部材６０と
電極収納室形成部材４０とを独立して製作する例を示したが、図９に示すように、電極収
納室形成部材４０からフック収納室形成部材６０に水が流れるような連通路４９を電極収
納室形成部材４０の後端位置に形成することも可能である。これにより、電極収納室形成
部材４０に浸入した水をフック収納室形成部材６０に浸入した水と共に連通穴３２ｙから
排出できるようになる。また、フック収納室形成部材６０と蓋部３４の接続部や、電極収
納室形成部材４０と蓋部３４の接続部等にパッキン等を設けることによって、セルＳの収
納部分に対して水の浸入を防ぐようにしても良い。
【符号の説明】
【００２９】
２０・・・・電動工具本体
３０・・・・工具用バッテリ
３２・・・・ハウジング本体部
３２ｙ・・・連通穴（水を排出する穴）
３２ｈ・・・操作用開口
３４ｈ・・・操作用開口
３７ｐ・・・正電極
３７ｎ・・・負電極
３９・・・・爪用開口
４０・・・・電極収納室形成部材
４９・・・・連通路
５０・・・・フック
５２・・・・ロック爪
５４・・・・ロック解除操作部
６０・・・・フック収納室形成部材
Ｓ・・・・・セル
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